


　道志水源林は森林法に基づき、水源か
ん養機能をはじめとする特定の公共目
的を達成するために保安林に指定されて
います。
　水道局では、森林の状況などを常に把
握し、適正かつ計画的に森林管理ができ
るよう道志村内に事務所（水源林管理所）
を設置して、水源林の管理・保全を進めています。

現地に事務所を設置

水源林管理所

腐植層
腐植層

　水源林は、「緑のダム」ともいわれており、雨水をたっぷりと吸収し、
良質な地下水に浄化するとともに河川への流量を調整したり、土砂
の流出や洪水を緩和する機能（水源かん養機能）を持っています。
　横浜市の水源の一つ、道志川が流れる山梨県南都留郡道志村。 丹
沢山塊を北側に越えたところに位置するこの村に、横浜市水道局が
管理する広大な道志水源林があります。
　道志水源林の歴史は古く、横浜市が大正5（1916）年に道志川の水
質を守るため、山梨県から約2,780haの山林を購入したときから始
まります。 

　道志村は降水量が多く、また豊かな森林にも恵まれており、そこで育まれた道志川の水質
はきわめて良好です。
　道志水源林は、清らかな道志川の水を横浜市民に安定し
て送り続けるため、重要な役割を果たしています。
　近年、あらためて森林の持つ様々な働きが見直され、そ
の保護・育成が重要視されています。 樹木の育成には長
い年月と地道な努力が必要ですが、水道局では、地元道志
村や市民・企業などと連携して森林保全の取組を進めて
います。

水源かん養機能

　地下水は湧き水となって
再び地上に現れ、河川となり
ます。 山々に森林がないと、
降った雨は地表をすべり落
ち、河川に流れ去ってしまいま
す。 森林の土壌は、雨水の河
川への流出量を調整し洪水
を緩和する機能を持ってい
ます。

　水道局が山梨県道志村に所有する水源林（公有林）を、企業や団体からのご寄附により整備すると
ともに、水源保全の大切さをPRする取組です。
　「ウイコップ」協定に基づき、原則3年間3ヘクタール以上の水源林整備に係る費用（30万円/ヘク
タール）をご寄附いただく仕組みで、企業や団体は森林の名称設定ができるなど、CSR及びSDGs活
動の推進やPRに活用いただけます。

水源エコプロジェクト W-eco・p

　横浜市の水源（道志川）を守り続けていくために市民ボラ
ンティアと協働で道志村の民有林を整備しています。基金
は、この事業を支援するために平成18年に設立し、整備活動
に参加できない方にも水源保全にご協力いただけるよう、
市民や企業の皆さまからの寄附を積み立てています。
　水源保全の活動を継続していくためにも、皆さまからの
ご寄附を心からお待ちしています。　　　　　

横浜市水のふるさと道志の森基金

　かつて、道志村で発生する生活排水のほとんど
は、処理されなかったため、道志川の水質に対す
る影響が心配されていました。
　このため、道志村では平成12年度に生活排水処
理基本計画を策定し、13年度から個別処理方式に
よる合併浄化槽の整備を行う「道志村生活排水処
理事業」を進めています。
　水道局では、道志川の水質を守るために、事業の
一部を助成し、事業の推進を図っています。

生活排水処理事業への助成
　平成9年度に横浜市が10億円、道志村が
1,000万円を拠出して「公益信託道志水源基
金」を設置し、道志村の自然環境の保全及び
社会生活基盤の向上のための事業へ助成し、
水源地の保全、地域振興及び地域住民の福祉
向上に取り組んでいます。

公益信託道志水源基金の設置

▲協定企業のCSR活動

▲協定林の看板設置

　道志村の面積の約６割を占める民有林の中には、高齢化
や人手不足などで管理が行き届かない森林があります。
　そこで、平成16年度に市民参加
型の「道志水源林ボランティア事
業」を開始し、以降、「NPO法人 道
志水源林ボランティアの会」等の
市民ボランティア団体との協働事
業として、道志村の民有林整備を
行っています。

▲ボランティア活動の様子

　「NPO法人道志水源林ボラ
ンティアの会」では、「私たちの
飲む水と水源の森は、私たち市
民が自ら守り育て、次世代へ引
き継ぐ」ことを基本理念に、道
志の森を再生させる活動を進
めています。
　インストラクターが指導しま
すので、未経験の方でもご参加
いただけます。詳しくは、ウェブ
サイトをご覧ください。

●活動期間：
　4月から10月（月2回程度）
●年  会  費：
　個人 2,000円　団体 10,000円
●問合せ先：
　TEL/FAX：045-664-3972
　火曜・木曜13時から16時まで
　(11月下旬から３月上旬は火曜のみ)　
●ウェブサイト：
　http://doshi-suigenrin.jp/

NPO法人 道志水源林ボランティアの会

ボランティア参加者を募集しています！

道志の森サポーターを募集しています！

道志水源林ボランティア事業

　道志の森サポーターは、2年以上継続し
て、毎年10万円以上のご寄附をしていただ
ける企業や団体と協定書を締結して、お名
前を横浜市のウェブサイトや「道の駅どう
し」の案内板などに掲載し、環境保全への社
会貢献をＰＲする制度です。
　令和4年3月現在、31の企業様と1団体
様がご登録されています。　 ▲「道の駅どうし」の案内板

詳しい情報や寄付の申込は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

問合せ先：水道局事業推進部広報課（電話番号：045-671-3085）
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　横浜市が保有する道志水源林の面積は、道志村の総面積の約36％にあたる2,873ha
です。これは、都筑区の面積とほぼ同じです。
　モミ・ツガなどの針葉樹とブナなどの広葉樹の天然林が
1,799ha、スギやヒノキの針葉樹の
人工林が762ha、また、植林が
できない採草地や沢敷きなど
が312haあります。

検索「横浜市水のふるさと道志の森基金」または
「ふるさとチョイス（横浜市ページ）」
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